
JP 2010-95319 A 2010.4.30

10

(57)【要約】
【課題】ユーザが所望する折り方で折り畳んだ用紙が封
筒に封入可能であるか否かを容易に判断することができ
る折り処理制御プログラム及び画像形成装置の提供。
【解決手段】画像を形成した用紙を折り畳んで出力する
機能を備える画像形成装置及び前記画像の形成を前記画
像形成装置に指示するコンピュータ端末を含むシステム
で動作する折り処理制御プログラムであって、前記コン
ピュータ端末の制御部を、予め設定された、前記用紙の
サイズと、折り畳み後の前記用紙を封入する封筒のサイ
ズと、前記用紙の折り畳み位置又は折り畳みの種類を示
す情報と、に基づいて、折り畳み後の前記用紙の出力サ
イズを算出し、所定の画面に、折り畳み後の前記用紙と
前記封筒とを比較可能に表示する制御部、として機能さ
せる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を形成した用紙を折り畳んで出力する機能を備える画像形成装置及び前記画像の形
成を前記画像形成装置に指示するコンピュータ端末を含むシステムで動作する折り処理制
御プログラムであって、
　前記コンピュータ端末の制御部を、
　予め設定された、前記用紙のサイズと、折り畳み後の前記用紙を封入する封筒のサイズ
と、前記用紙の折り畳み位置又は折り畳みの種類を示す情報と、に基づいて、折り畳み後
の前記用紙の出力サイズを算出し、所定の画面に、折り畳み後の前記用紙と前記封筒とを
比較可能に表示する制御部、として機能させることを特徴とする折り処理制御プログラム
。
【請求項２】
　前記制御部は、折り畳み後の前記用紙の出力サイズと前記封筒のサイズとに基づいて、
折り畳み後の前記用紙が前記封筒に封入可能であるかを判定し、前記所定の画面に、当該
判定結果を文字情報で表示することを特徴とする請求項１に記載の折り処理制御プログラ
ム。
【請求項３】
　前記制御部は、前記所定の画面に、前記判定結果と、前記折りに関する項目を設定する
設定部と、を同一画面上に表示することを特徴とする請求項２に記載の折り処理制御プロ
グラム。
【請求項４】
　前記制御部は、前記所定の画面に、折り畳み後の前記用紙の外形を示す図形と前記封筒
の外形を示す図形とを重ねて表示することを特徴とする請求項１又は２に記載の折り処理
制御プログラム。
【請求項５】
　前記制御部は、前記所定の画面に、前記図形と、前記折りに関する項目を設定する設定
部と、を同一画面上に表示することを特徴とする請求項４に記載の折り処理制御プログラ
ム。
【請求項６】
　前記制御部は、前記所定の画面に、折り畳み後の前記用紙の出力サイズを表示すること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれか一に記載の折り処理制御プログラム。
【請求項７】
　画像を形成した用紙を折り畳んで出力する機能を備える画像形成装置及び前記画像の形
成を前記画像形成装置に指示するコンピュータ端末を含むシステムで動作する折り処理制
御プログラムであって、
　前記コンピュータ端末の制御部を、
　予め設定された、前記用紙のサイズと、前記用紙の折り畳み位置を示す情報と、に基づ
いて、折り畳み後の前記用紙の出力サイズを算出し、所定の画面に、当該出力サイズを表
示する制御部、として機能させることを特徴とする折り処理制御プログラム。
【請求項８】
　前記制御部は、前記所定の画面に、折り畳み後の前記用紙を立体的に表示することを特
徴とする請求項１乃至７のいずれか一に記載の折り処理制御プログラム。
【請求項９】
　画像を形成した用紙を折り畳んで出力する機能を備える画像形成装置において、
　予め設定された、前記用紙のサイズと、折り畳み後の前記用紙を封入する封筒のサイズ
と、前記用紙の折り畳み位置又は折り畳みの種類を示す情報と、に基づいて、折り畳み後
の前記用紙の出力サイズを算出し、所定の画面に、折り畳み後の前記用紙と前記封筒とを
比較可能に表示する制御部を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、折り畳み後の前記用紙の出力サイズと前記封筒のサイズとに基づいて、
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折り畳み後の前記用紙が前記封筒に封入可能であるかを判定し、前記所定の画面に、当該
判定結果を文字情報で表示することを特徴とする請求項９に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記所定の画面に、折り畳み後の前記用紙の外形を示す図形と前記封筒
の外形を示す図形とを重ねて表示することを特徴とする請求項９又は１０に記載の画像形
成装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記所定の画面に、折り畳み後の前記用紙の出力サイズを表示すること
を特徴とする請求項９乃至１１のいずれか一に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　画像を形成した用紙を折り畳んで出力する機能を備える画像形成装置において、
　予め設定された、前記用紙のサイズと、前記用紙の折り畳み位置を示す情報と、に基づ
いて、折り畳み後の前記用紙の出力サイズを算出し、所定の画面に、当該出力サイズを表
示する制御部を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記所定の画面に、少なくとも前記用紙の外形を示す図形と、前記折り
に関する項目を設定する設定部と、を同一画面上に表示することを特徴とする請求項９乃
至１３のいずれか一に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記所定の画面に、折り畳み後の前記用紙を立体的に表示することを特
徴とする請求項９乃至１４のいずれか一に記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御プログラム及び画像形成装置に関し、特に、用紙を折り畳んで出力する
折り処理を制御するプログラム及び折り処理が実行可能な画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コピー機能やファクシミリ機能、プリンタ機能、スキャナ機能などを備える複写機や複
合機（以下、これらを総称して画像形成装置と呼ぶ。）が普及している。この画像形成装
置では、後処理機能を用いて、画像を形成した用紙を折り畳んで出力したり、折り畳んだ
用紙を封筒等に封入して出力することも可能である。このような折り処理では、折り畳ん
だ用紙のサイズを封筒のサイズよりも小さくする必要があることから、折り処理を制御す
る方法に関して様々な提案がなされている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１には、封筒のサイズと用紙サイズとから用紙を封筒内に封入す
るために用紙に折目を設ける必要があるか否かを判定し、用紙に折目を設ける必要有りと
判定されたとき、用紙に印刷する折目位置を示すマークの用紙上の位置を算出し、算出し
た用紙上の位置に上記マークを印刷する折目マーク印刷装置が開示されている。
【０００４】
　また、下記特許文献２には、折畳設定手段で折畳条件を入力すると、折畳条件で設定さ
れた折り方と折り幅の通りに原稿画像が折り畳まれた場合に作られる折り目を算出し、液
晶ディスプレイにプレビュー画像と折り目を折畳みサイズ単位毎にプレビュー表示する画
像形成装置が開示されている。
【０００５】
　また、下記特許文献３には、走行用紙長を検出すると共に折りパターンごとに標準用紙
長を設定し、走行用紙長と標準用紙長とを比較して補正データを算出し、複数の折り部の
内から補正すべき折り部が選択された場合に、選択された折り部の折り長さを算出された
補正データを元に補正する紙折り装置が開示されている。
【０００６】
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【特許文献１】特開２００１－８０１５２号公報
【特許文献２】特開２００７－２０１７６１号公報
【特許文献３】特開平５－２３８６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、従来の画像形成装置では、折り畳んだ用紙と封筒とが比較可能に表示されず、
また、折り畳んだ用紙のサイズが表示されないため、折り畳んだ後の用紙がどの程度のサ
イズになるかをユーザ自身が判断して折り方を設定しなければならない。そのため、３つ
折りに設定すれば用意した封筒に収まると思ってプリント出力したにもかかわらず、出力
後に封筒を入れてみたときに４つ折りにしなければ封筒に収まらないという不具合が発生
する場合があった。特に、ＰＯＤ（Print On Demand）のように大量のプリントを行う場
合には、このような不具合が発生するとユーザにとって大きな損害を与えてしまうという
問題があった。
【０００８】
　上記問題に対して、事前にユーザが試し刷りで折り処理を実行して封筒に収まるか否か
を確認するという方法もあるが、この方法は煩雑な上、試し刷りの結果に応じて用紙サイ
ズの選択、折りの種類や位置の調整を行わなければならず、操作が非常に難しいという問
題がある。
【０００９】
　また、特許文献１の方法では、選択した封筒に入るサイズに用紙を折り畳むことは可能
であるが、この方法では、折りの種類や位置、向きを自由に設定することができないため
、ユーザが所望する折り方で折り畳むことができない。
【００１０】
　また、特許文献２の方法では、折り畳んだ用紙を開いた状態の一区画分ずつのプレビュ
ー画像を表示させることができるが、この方法は折り畳んだ後の用紙サイズを算出するも
のではないため、折り畳んだ用紙が封筒に封入可能であるか否かを容易に判断することは
できない。
【００１１】
　また、特許文献３の方法では、定形長以外の用紙でも、折りの長さを調整して折りを実
行することにより、自動的に規定寸法内になるようにすることはできるが、折った後の用
紙サイズは決まっており、そのサイズになるように折り位置を算出するため、ユーザが所
望する折り方で折り畳むことができない。
【００１２】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、ユーザが所
望する折り方で折り畳んだ用紙が封筒に封入可能であるか否かを容易に判断することがで
きる折り処理制御プログラム及び画像形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明は、画像を形成した用紙を折り畳んで出力する機能を
備える画像形成装置及び前記画像の形成を前記画像形成装置に指示するコンピュータ端末
を含むシステムで動作する折り処理制御プログラムであって、前記コンピュータ端末の制
御部を、予め設定された、前記用紙のサイズと、折り畳み後の前記用紙を封入する封筒の
サイズと、前記用紙の折り畳み位置又は折り畳みの種類を示す情報と、に基づいて、折り
畳み後の前記用紙の出力サイズを算出し、所定の画面に、折り畳み後の前記用紙と前記封
筒とを比較可能に表示する制御部、として機能させるものである。
【００１４】
　本発明においては、前記制御部は、折り畳み後の前記用紙の出力サイズと前記封筒のサ
イズとに基づいて、折り畳み後の前記用紙が前記封筒に封入可能であるかを判定し、前記
所定の画面に、当該判定結果を文字情報で表示する構成とすることができ、前記判定結果
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と、前記折りに関する項目を設定する設定部と、を同一画面上に表示する構成とすること
もできる。
【００１５】
　また、本発明においては、前記制御部は、前記所定の画面に、折り畳み後の前記用紙の
外形を示す図形と前記封筒の外形を示す図形とを重ねて表示する構成とすることができ、
前記図形と、前記折りに関する項目を設定する設定部と、を同一画面上に表示する構成と
することもできる。
【００１６】
　また、本発明においては、前記制御部は、前記所定の画面に、折り畳み後の前記用紙の
出力サイズを表示する構成とすることができる。
【００１７】
　また、本発明は、画像を形成した用紙を折り畳んで出力する機能を備える画像形成装置
及び前記画像の形成を前記画像形成装置に指示するコンピュータ端末を含むシステムで動
作する折り処理制御プログラムであって、前記コンピュータ端末の制御部を、予め設定さ
れた、前記用紙のサイズと、前記用紙の折り畳み位置を示す情報と、に基づいて、折り畳
み後の前記用紙の出力サイズを算出し、所定の画面に、当該出力サイズを表示する制御部
、として機能させるものである。
【００１８】
　本発明においては、前記制御部は、前記所定の画面に、折り畳み後の前記用紙を立体的
に表示する構成とすることもできる。
【００１９】
　また、本発明は、画像を形成した用紙を折り畳んで出力する機能を備える画像形成装置
において、予め設定された、前記用紙のサイズと、折り畳み後の前記用紙を封入する封筒
のサイズと、前記用紙の折り畳み位置又は折り畳みの種類を示す情報と、に基づいて、折
り畳み後の前記用紙の出力サイズを算出し、所定の画面に、折り畳み後の前記用紙と前記
封筒とを比較可能に表示する制御部を備えるものである。
【００２０】
　また、本発明は、画像を形成した用紙を折り畳んで出力する機能を備える画像形成装置
において、予め設定された、前記用紙のサイズと、前記用紙の折り畳み位置を示す情報と
、に基づいて、折り畳み後の前記用紙の出力サイズを算出し、所定の画面に、当該出力サ
イズを表示する制御部を備えるものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の折り処理制御プログラム及び画像形成装置によれば、ユーザが所望する折り方
で折り畳んだ用紙が封筒に封入可能であるか否かを容易に判断することができる。
【００２２】
　その理由は、画像形成装置及び／又はコンピュータ端末の制御部を、予め設定された用
紙サイズ、折り位置等の情報に基づいて折り畳み後の用紙の出力サイズを算出し、折り畳
み後の用紙の出力サイズを表示したり、折り畳み後の用紙と封筒とを比較可能に表示する
手段、として機能させるからである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　背景技術で示したように、折り処理等の後処理機能を備えた画像形成装置が普及してい
るが、従来は、折り畳み後の用紙がどの程度のサイズになるかを容易に判断することが出
来なかったため、折り処理の設定が難しく、所望の封筒に封入することができない場合が
生じていた。
【００２４】
　この問題に対して、事前に試し刷りで折り処理を実行して封筒に収まるかを実際に確認
する方法はあるが、この方法は煩雑な上、操作が非常に難しいという問題があった。また
、特許文献１、３の方法では、折り位置が自動的に設定されるため、ユーザが所望する形
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態で用紙を折り畳むことができず、特許文献２の方法では、折り畳み後の用紙のサイズと
封筒のサイズとを直接比較することができないため、折り畳んだ用紙が封筒に封入可能で
あるか否かを容易に判断することができないという問題があった。
【００２５】
　そこで、本発明では、折り畳んだ用紙のサイズをユーザが容易に認識できるようにする
ために、印刷を指示するコンピュータ端末及び／又は印刷を実行する画像形成装置に、ハ
ードウェア又はソフトウェアとして、折り処理制御部を設ける。折り処理制御部は、用紙
サイズ、折りの種類や向き、折り位置などの情報に基づいて、折り畳み後の用紙の出力サ
イズを算出する。また、表示部に、算出した折り畳み後の用紙の出力サイズを表示したり
、折り畳んだ用紙が所望の封筒に入るか否かの判定結果を文字情報で表示したり、折り畳
んだ用紙のイメージと封筒のイメージとを比較可能に表示する。これにより、ユーザが所
望する折り方で折り畳んだ用紙が封筒に封入可能であるか否かを容易に判断することがで
きる。
【実施例１】
【００２６】
　上記した本発明の一実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の第１の実施
例に係る折り処理制御プログラム及び画像形成装置について、図１乃至図１３を参照して
説明する。図１は、本実施例の印刷システムの構成を示す図であり、図２は、コンピュー
タ端末の構成、図３及び図４は、画像形成装置の構成を示す図である。また、図５は、コ
ンピュータ端末の動作を示すフローチャート図であり、図６は、画像形成装置の動作を示
すフローチャート図である。また、図７乃至図１０は、コンピュータ端末の表示部に表示
される画面の一例を示す図であり、図１１は、折り畳み後の用紙の出力サイズの算出方法
を説明するための図である。また、図１２は、後処理装置の動作を示す図であり、図１３
は、印刷ジョブの一例を示すテーブルである。
【００２７】
　図１に示すように、本実施例の印刷システムは、印刷ジョブを送受信する１又は複数の
コンピュータ端末１０と、印刷ジョブを受信して印刷を実行する１又は複数の画像形成装
置２０とで構成され、これらは、イーサネット（登録商標）、トークンリング、ＦＤＤＩ
（Fiber-Distributed Data Interface）等の規格により定められるＬＡＮ（Local Area N
etwork）やＷＡＮ（Wide Area Network）等の通信ネットワーク３０によって接続されて
いる。
【００２８】
　また、図２に示すように、コンピュータ端末１０は、制御部１１と、表示部１２と、操
作部１３などを備える。
【００２９】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１ａ、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）、ＲＡＭ（Random Access Memory）などのメモリ１１ｂ、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）
１１ｃ、通信Ｉ／Ｆ部１１ｄなどを備え、これらはバスを介して接続されている。ＣＰＵ
１１ａは、各部の制御を行う。メモリ１１ｂは、ＨＤＤ１１ｃ、通信Ｉ／Ｆ部１１ｄから
読み込んだ種々のデータを一時的に記憶する部分であり、記憶されたデータはＣＰＵ１１
ａによって処理され、必要に応じてＨＤＤ１１ｃや通信Ｉ／Ｆ部１１ｄに転送される。Ｈ
ＤＤ１１ｃは、ＣＰＵ１１ａが各部を制御するためのプログラム、自装置の処理機能に関
する情報、画像データなどを格納し、ＣＰＵ１１ａにより必要に応じて読み出され、メモ
リ１１ｂ上で実行処理される。通信Ｉ／Ｆ部１１ｄは、通信ネットワーク３０を介して繋
がっている機器との接続を確立し、データの送受信を実行する。
【００３０】
　また、制御部１１は、文書を作成するためのアプリケーションや文書の印刷を指示する
プリンタドライバとして機能し、アプリケーションで作成した文書データは、プリンタド
ライバにより、画像形成装置２０で読み取り可能な言語（ＰＣＬ（Printer Control Lang
uage）やＰＳ（Post Script）などのＰＤＬ（Page Description Language））の印刷ジョ
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ブに変換され、通信Ｉ／Ｆ部１１ｄを介して画像形成装置２０に送信される。
【００３１】
　更に、制御部１１は、所定の用紙を指定された折りの種類や折り位置で折り畳んだ場合
の用紙の出力サイズを算出し、折り畳んだ用紙が所望の封筒に入るか否かをユーザに認識
させるための情報（例えば、折り畳んだ用紙が所望の封筒に入るか否かを判定した結果を
示す文字情報や、折り畳んだ用紙のサイズ及び封筒のサイズを比較可能にする画像情報な
ど）を表示部１２に表示させる折り処理制御部としても機能する。この折り処理制御部は
、制御部１１を、コンピュータを、折り処理制御部として機能させる折り処理制御プログ
ラムとして構成し、この折り処理制御プログラムを制御部１１上で動作させる。
【００３２】
　表示部１２は、液晶表示装置（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（electr
oluminescence）表示装置等からなり、画像形成装置２０へ送信する印刷ジョブを設定す
るための画面等を表示する。
【００３３】
　操作部１３は、表示部１２上に表示された情報を操作したり、情報を入力したりする部
分であり、ポインティングデバイス、キーボ－ド、トラックボール、トラックパッド、タ
ブレット、及びスタイラスペンなどで構成される。
【００３４】
　また、図３及び図４に示すように、画像形成装置２０は、制御部２１と、ＡＤＦ（Auto
 Document Feeder：自動原稿送り装置）２２と、画像読取部２３と、表示部２４と、操作
部２５と、給紙部２６と、画像形成部２７と、後処理部２８などを備える。
【００３５】
　制御部２１は、各構成部を制御する部分で、ＣＰＵ２１ａ、ＲＯＭやＲＡＭなどのメモ
リ２１ｂ、ＨＤＤ２１ｃ、通信Ｉ／Ｆ部２１ｄなどを備え、これらはバスを介して接続さ
れている。ＣＰＵ２１ａは各部の制御ならびに画像処理などを行う。メモリ２１ｂは、Ｈ
ＤＤ２１ｃ、画像読取部２３、通信Ｉ／Ｆ部２１ｄから読み込んだ種々のデータを一時的
に記憶する部分で、記憶されたデータはＣＰＵ２１ａによって画像処理され、必要に応じ
てＨＤＤ２１ｃや画像形成部２７に転送される。ＨＤＤ２１ｃは、ＣＰＵ２１ａが各部を
制御するためのプログラム、自装置の処理機能に関する情報などを格納し、ＣＰＵ２１ａ
により必要に応じて読み出され、メモリ２１ｂ上で実行処理される。通信Ｉ／Ｆ部２１ｄ
は、通信ネットワーク３０を介して繋がっている機器との接続を確立し、データの送受信
を実行する。なお、ここでは、前述の折り処理制御プログラムは、上記各部を制御するプ
ログラムの１つとしてＨＤＤ２１ｃに格納され、後述するように制御部１１を機能させる
ものとする。
【００３６】
　ＡＤＦ２２は、単数もしくは複数枚の原稿用紙を自動で画像読取部２３へ搬送する部分
である。
【００３７】
　画像読取部２３は、原稿台上の原稿用紙から画像データを光学的に読み取る部分であり
、原稿を走査する光源と、原稿で反射された光を電気信号に変換するＣＣＤ（Charge Cou
pled Devices）イメージセンサと、電気信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器等により構成
される。
【００３８】
　表示部２４は、液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置等からなり、画像形成装置２０を操作
するための各種画面を表示する。また、操作部２５は、ボタンやスイッチ等からなり、各
種設定や指示を行う。なお、表示部２４と操作部２５は別々の装置としても良いし、表示
部２４上に、透明電極が格子状に配置された感圧式の操作部（タッチパネル）２５を設け
た一体の装置としてもよく、タッチパネルの場合は、手指やタッチペン等で押下された力
点のＸＹ座標を電圧値で検出し、検出された位置信号を操作信号として制御部２１に出力
する。
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【００３９】
　給紙部２６は、各種サイズの用紙を格納する用紙トレイで構成される。また、格納され
た用紙を画像形成部２７へ送り出す部分を含む。
【００４０】
　画像形成部２７は、電子写真方式や静電記録方式等の作像プロセスを利用した画像形成
に必要な構成要素、例えば、感光体、転写ベルト、定着器、各種搬送ベルト等で構成され
る。画像読取部２３から読み込んだ画像データ、あるいは通信Ｉ／Ｆ部２１ｄを介して受
け取った印刷ジョブに基づいて、指定された用紙に画像を形成し、後処理部２８に送り出
す。
【００４１】
　後処理部２８は、画像形成部２７から搬送される用紙を、制御部２１からの指示により
、パンチ・ステープル・製本などのユーザの希望するフィニッシング処理を加えて出力す
る。特に、本実施例では、折り実行部２８ａ、封筒封入部２８ｂを含む。
【００４２】
　折り実行部２８ａは、後処理部２８のフィニッシング機能の内のひとつである「折り」
を実行する部分である。折りの種類は内中折り、外中折り、Ｚ折り、内３つ折り及び外３
つ折り等であり、制御部２１からの指示によりユーザの選択する折り処理が実行される。
【００４３】
　封筒封入部２８ｂは、後処理部２８のフィニッシング機能の内のひとつである「封筒封
入」を実行する部分である。封筒封入部２８ｂには複数種類の封筒が用意されており、制
御部２１からの指示により所定の封筒が選択され、折り実行部２８ａによって折り畳まれ
た用紙を封筒に封入する。
【００４４】
　なお、図２乃至図４は本実施例の装置の一例であり、適宜変更可能である。例えば、画
像形成装置２０の封筒封入部２８ｂを省略して、折り実行部２８ａで折り畳んだ用紙をそ
のまま出力し、折り畳んだ用紙をユーザ自身が所望の封筒に封入する構成としてもよい。
【００４５】
　以下、本実施例の印刷システムの動作について説明する。
【００４６】
　まず、コンピュータ端末１０の動作について、図５のフローチャート図を参照して説明
する。以下では、折り位置の設定を２回行って封筒に入る状態になる場合を想定し、各設
定における動作を繰り返し説明する。
【００４７】
　コンピュータ端末１０の制御部１１は、ユーザからの印刷指示を監視し（Ｓ１０１）、
アプリケーションの印刷ボタンが押下されるなどの印刷指示があった場合（Ｓ１０１：Ｙ
ｅｓ）、プリンタドライバを動作させ、表示部１２に印刷に関する各種項目を設定するた
めの印刷設定画面を表示させる（Ｓ１０２）。この印刷設定画面は複数のタブで分類され
ており、ユーザが折りに関するタブを選択すると、例えば、図７（ａ）に示すような折り
情報設定画面４０が表示される。この折り情報設定画面４０には、用紙の外形を示す画像
情報（用紙イメージ４２と呼ぶ。）を表示する部分（図の左側）と、折りに関する項目を
設定する部分（図の右側）とが設けられており、折りに関する項目を設定する部分には、
用紙を封入する封筒の種類を選択する欄と、用紙サイズを選択する欄と、折り畳んだ後の
用紙のサイズ（出力サイズと呼ぶ。）を表示する欄と、用紙が封筒に入るか否かの判定結
果を表示する判定結果表示欄４３とが設けられている。
【００４８】
　そして、ユーザが操作部１３を操作して、封筒の種類及び用紙サイズを選択するなどし
て折りに関する設定が変更されると（Ｓ１０３：Ｙｅｓ）、制御部１１（折り処理制御部
）は、用紙サイズや折り種類、折り位置、折り方向などの設定情報を取得する（Ｓ１０４
）。ここでは、用紙サイズとしてＡ３（４２０×２９７ｍｍ）が選択され、封筒の種類と
して封筒１（１９７×３３２ｍｍ）が選択され、折り種類、折り位置、折り方向は設定さ
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れていないものとする。
【００４９】
　次に、制御部１１（折り処理制御部）は、用紙サイズと折り位置情報から折り畳み後の
用紙の出力サイズを算出する（Ｓ１０５）。ここでは、折り位置が設定されておらず、用
紙サイズがそのまま出力サイズとなるため、Ａ３のサイズ（４２０×２９７ｍｍ）を出力
サイズとしてメモリに保持する。そして、制御部１１（折り処理制御部）は、折り情報設
定画面４０に、用紙のプレビュー画像（用紙イメージ４２）と算出した出力サイズとを表
示する（Ｓ１０６）。
【００５０】
　次に、制御部１１（折り処理制御部）は、算出した出力サイズと選択された封筒のサイ
ズとを比較し、出力サイズの用紙が封筒に入るか否かを判断する（Ｓ１０７）。ここでは
、出力サイズ（４２０×２９７ｍｍ）は封筒サイズ（１９７×３３２ｍｍ）よりも大きい
ため、用紙が封筒に入らないと判断し、制御部１１（折り処理制御部）は、判定結果表示
欄４３にエラー情報を表示する（Ｓ１０８）。なお、図７（ａ）ではエラー情報として「
封筒に入りきりません。」等の文字情報を表示して用紙と封筒とを比較可能にしたが、例
えば、図８（ａ）に示すように、文字情報に代えて又は文字情報と共に、封筒の外形を表
す封筒イメージ４４を用紙イメージ４２に重ねて表示し、用紙が封筒に入らないことを画
像情報で視覚的に通知する構成とすることもできる。
【００５１】
　次に、制御部１１は、印刷ボタン又はキャンセルボタンの押下を監視し（Ｓ１０９）、
いずれかのボタンが押下された場合（Ｓ１０９：Ｙｅｓ）はステップＳ１１０に移行し、
いずれのボタンも押下されない場合（Ｓ１０９：Ｎｏ）は、ステップＳ１０３に戻り、折
りに関する設定の変更を監視する。
【００５２】
　ここでは、用紙が封筒に入らないため、ステップＳ１０３に戻って、ユーザは操作部１
３を操作して折り位置、折り方向を指定する。例えば、マウスを上下させることによって
折り位置が上下し、所望の位置で左ドラッグすると山折りとなり、右ドラッグすると谷折
りとなるように設定されているものとし、ユーザは折り位置４１を図７（ａ）、図８（ａ
）の位置に動かし、その位置で左ドラッグする。すると、制御部１１（折り処理制御部）
は、画面上に、指示された折り位置、折り方向で折り畳まれた用紙のイメージを立体的に
表示する（Ｓ１０４、図７（ｂ）、図８（ｂ）の左側）。なお、折り位置、折り方向を指
定する方法は上記に限定されず、折り位置４１を十字カーソルで移動するなど、どのよう
な方法であってもよい。
【００５３】
　なお、用紙イメージ４２には用紙の外形のみを表示してもよいが、例えば、図９（ａ）
に示すように、用紙に形成する画像を嵌め込んで表示してもよい。このような構成とする
ことによって、用紙上の図形や写真、文字等に重ならないように折り位置を設定したり、
折り畳んだ時に見せたい画像が表面に配置されるように折り方向を設定したりすることが
できるため、用紙の見栄えを格段に向上させることができる。また、図７乃至図９では、
折り位置を任意に設定できるようにしたが、例えば、図１０に示すように、折りに関する
項目を設定する部分（図の右側）に折りの種類（２つ折りや３つ折り等）を選択する欄を
設け、選択された折りの種類に従って用紙を折り畳むようにすることもできる。このよう
に、折り畳まれた用紙のイメージを立体的に表示することによって、ユーザは用紙を折り
畳んだ状態を視覚的に認識することができ、折りの設定を迅速且つ確実に行うことができ
る。
【００５４】
　次に、制御部１１（折り処理制御部）は、用紙サイズと折り位置情報（又は折りの種類
）から折り畳んだ後の用紙の出力サイズを算出する（Ｓ１０５）。
【００５５】
　この出力サイズを算出する方法について、図５の右側のフローチャート図及び図１１を
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参照して説明する。まず、現在の出力サイズに対してＸ，Ｙ方向の座標を作成する（Ｓ１
０５ａ、図１１（ａ））。例えば、用紙の左上の角を原点とし、図の左右方向（ここでは
用紙の短辺方向）をＸ方向、図の上下方向（ここでは用紙の長辺方向）をＹ方向とする。
【００５６】
　次に、設定画面上で指定された折り位置の情報を取得する（Ｓ１０５ｂ）。ここでは、
原点からＹ方向に１１７．６ｍｍ移動した地点を通るＸ方向の折り線（図中の破線）で折
り曲げられるとする。
【００５７】
　次に、折り線に直交する方向（Ｙ方向）に関して、現在の出力サイズ（図１１（ａ）の
Ｙ１）と原点から折り位置までの距離（図１１（ａ）のＹ２）の差を取る（Ｓ１０５ｃ）
。ここでは、現在の出力サイズは４２０ｍｍであり、折り位置までの距離は１１７．６ｍ
ｍであるため、その差分（図１１（ａ）のＹ３）は、３０２．４ｍｍとなる。
【００５８】
　次に、算出された値（Ｙ３）と原点から折り位置までの距離（Ｙ２）とを比較し（Ｓ１
０５ｄ）、サイズの大きい方を折り畳んだ後の用紙の出力サイズとしてメモリに保持する
（Ｓ１０５ｅ）。ここでは、算出された値（Ｙ３）は３０２．４ｍｍであり、折り位置ま
での距離（Ｙ２）は１１７．６ｍｍであり、算出された値（Ｙ３）の方が大きいため、算
出された値（Ｙ３）を折り線に直交する方向の出力サイズとする。なお、図１０のように
折り種類を選択する方法では、単純に折り回数で用紙サイズを割った値に基づいて出力サ
イズを算出すればよい。
【００５９】
　次に、元のフローチャート図に戻って、制御部１１（折り処理制御部）は、用紙のプレ
ビュー画像と算出した出力サイズとを表示する（Ｓ１０６、図７～１０の（ｂ））。ここ
で、従来の画像形成装置では、折り畳んだ後の用紙のイメージや折り線を付加した用紙の
イメージなどを表示するものはあるが、出力サイズを数値として表示するものはなかった
ため、折り畳んだ後の用紙がどの程度の大きさになるかを把握することが困難であったが
、本実施例の画像形成装置では、折り畳んだ後の用紙のイメージを立体的に表示すると共
に、出力サイズを数値として表示するため、折りの設定を迅速且つ確実に行うことができ
る。
【００６０】
　次に、制御部１１（折り処理制御部）は、出力サイズと封筒のサイズとを比較し、出力
サイズの用紙が封筒に入るか否かを判断する（Ｓ１０７）。ここでは、出力サイズ（３０
２．４×２９７ｍｍ）は封筒サイズ（１９７×３３２ｍｍ）よりも大きいため、用紙が封
筒に入らないと判断し、判定結果表示欄４３にエラー情報を表示する（Ｓ１０８）。
【００６１】
　次に、制御部１１は、印刷ボタン又はキャンセルボタンの押下を監視する（Ｓ１０９）
。ここでは、用紙を１回折り畳んでも封筒に入らないため、ステップＳ１０３に戻って、
ユーザは操作部１３を操作して折り位置、折り方向を再度指定する。例えば、ユーザは折
り位置４１を図７－９の（ｂ）の位置に動かし、その位置で左ドラッグする。すると、制
御部１１（折り処理制御部）は、画面上に、指示された折り位置、折り方向で折り畳まれ
た用紙のイメージを立体的に表示する（Ｓ１０４、図７－９の（ｃ）の左側）。
【００６２】
　次に、制御部１１（折り処理制御部）は、用紙サイズと折り位置情報（又は折りの種類
）から折り畳んだ後の用紙の出力サイズを算出する（Ｓ１０５）。
【００６３】
　この出力サイズを算出方法について、上記と同様に図５の右側のフローチャート図及び
図１１を参照して説明する。まず、現在の用紙サイズに対してＸ，Ｙ方向に座標を作成す
る（Ｓ１０５ａ、図１１（ｂ））。
【００６４】
　次に、設定画面上で指定された折り位置の情報を取得する（Ｓ１０５ｂ）。ここでは、
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原点（１回折り畳んだ用紙の左上の角）からＹ方向に１８４．８ｍｍ移動した地点を通る
Ｘ方向の折り線（図中の破線）で折り曲げられるとする。
【００６５】
　次に、折り線に直交する方向に関して、現在の出力サイズ（図１１（ｂ）のＹ１）と原
点から折り位置までの距離（図１１（ｂ）のＹ２）の差を取る（Ｓ１０５ｃ）。ここでは
、現在の出力サイズは３０２．４ｍｍであり、折り位置までの距離は１８４．８ｍｍであ
るため、その差分（図１１（ｂ）のＹ３）は、１１７．６ｍｍとなる。
【００６６】
　次に、算出された値（Ｙ３）と原点から折り位置までの距離（Ｙ２）とを比較し（Ｓ１
０５ｄ）、サイズの大きい方を折り畳んだ後の用紙の出力サイズとしてメモリに保持する
（Ｓ１０５ｅ）。ここでは、算出された値（Ｙ３）は１１７．６ｍｍであり、折り位置ま
での距離（Ｙ２）は１８４．８ｍｍであり、折り位置までの距離（Ｙ２）の方が大きいた
め、折り位置までの距離（Ｙ２）を折り線に直交する方向の出力サイズとする。
【００６７】
　そして、制御部１１（折り処理制御部）は、用紙のプレビュー画像と算出した出力サイ
ズとを表示する（Ｓ１０６、図７～１０の（ｃ））。
【００６８】
　次に、制御部１１（折り処理制御部）は、出力サイズと封筒のサイズとを比較し、出力
サイズの用紙が封筒に入るか否かを判断する（Ｓ１０７）。ここでは、出力サイズ（１８
４．８×２９７ｍｍ）は封筒サイズ（１９７×３３２ｍｍ）よりも小さいため、用紙が封
筒に入ると判断し、判定結果表示欄４３にその旨を表示する（Ｓ１０８）。なお、上記判
定に際して、出力サイズが封筒サイズ以下であれば封筒に入ると判断してもよいが、両者
の差が小さいと封筒に綺麗に用紙が収まらない場合も考えられるため、例えば５ｍｍなど
のように余裕を持たせて収まるかどうかを判断するようにしてもよい。この余裕を持たせ
る数値については、封筒ごとにテーブルで保持してもよいし、一律でユーザがあらかじめ
設定するなどとしてもよい。
【００６９】
　次に、制御部１１は、印刷ボタン又はキャンセルボタンの押下を監視する（Ｓ１０９）
。ここでは、用紙を２回折り畳むことによって封筒に封入することができるため、ユーザ
は、その設定で印刷を実行する場合は印刷ボタン、印刷をキャンセルする場合はキャンセ
ルボタンを押す。制御部１１は、押下されたボタンが印刷ボタンであるかを判断し（Ｓ１
１０）、印刷ボタンが押下された場合は、最終的なＹ軸方向への最大サイズＹ（１８４．
８ｍｍ）をメモリから読み出し、図１３に示すような折り情報（折りの種類や折り開始座
標、折り終了座標など）を付加した印刷ジョブを作成して画像形成装置２０に送信する（
Ｓ１１１）。
【００７０】
　なお、ここではＸ方向の折り線で折り畳む場合について説明したが、Ｙ方向の折り線で
折り畳む場合や、Ｘ方向及びＹ方向の折り線で折り畳む場合も同様の方法で出力サイズを
算出すればよい。また、図７、９では用紙が封筒に入るか否かの判定結果を文字情報とし
て表示し、図８、１０では、用紙イメージと封筒イメージとを重ねて表示する構成とした
が、折り畳み後の用紙が封筒に収まるかどうかをユーザが認識することができればどのよ
うな表示の仕方でも構わない。また、図７－１１の構成において、用紙が封筒に収まらな
いサイズの場合には封筒及び／又は用紙の外形のイメージや判定結果を赤色表示し、収ま
るサイズになったら封筒及び／又は用紙の外形のイメージや判定結果を緑色表示するなど
、色情報を付加してもよく、色を付加することによって用紙が封筒に入るか否かをより容
易に判断できるようにすることができる。
【００７１】
　次に、画像形成装置２０の動作について、図６のフローチャート図を参照して説明する
。
【００７２】
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　コピーにおいては画像形成装置２０のＡＤＦ２２もしくは、画像読取部２３の原稿台に
原稿用紙が置かれ、コピースタートボタンが押下されたか、又は、ネットワークプリント
においては画像形成装置２０の通信Ｉ／Ｆ部２１ｄを介して通信ネットワーク３０から印
刷ジョブを受信したかを監視する（Ｓ２０１）。そして、コピースタートボタンが押下又
は印刷ジョブを受信したら、画像形成装置２０は画像を印刷出力すべく、指定された給紙
部２６から指定された用紙の給紙を行う。なお、コピーにおいて画像読取部２５から読み
取られた画像データも印刷ジョブと呼ぶことにする。この印刷ジョブは、図１３に示すよ
うに、ジョブ情報と、例えばＣＹＭＫの４色からなる画像データとで構成される。印刷ジ
ョブは、メモリ２１ｂに一時的に保持され、画像形成部２７で印刷用紙に画像形成可能な
印刷画像データに変換処理される。印刷ジョブを印字可能な印刷画像データへと変換する
ための各種プログラムはＨＤＤ２１ｃに格納されており、ＣＰＵ２１ａによって必要なプ
ログラムが読み出される。
【００７３】
　次に、制御部２１は、上記印刷ジョブを受信した場合（Ｓ２０１：Ｙｅｓ）、メモリ２
１ｂ上で、印刷ジョブに含まれるジョブ情報、ページ情報を解析し、折りに関する設定を
識別する（Ｓ２０２）。そして、制御部２１は、印刷ジョブに基づいてページの画像形成
を行う（Ｓ２０３）。
【００７４】
　次に、制御部２１は、上記印刷ジョブで折りが指定されているかを判断し（Ｓ２０４）
、指定されていたら（Ｓ２０４：Ｙｅｓ）、ジョブ情報及びページ情報から、折りの種類
（例えば、３つ折り）や折りの方向（山折りか谷折りか）、折り位置などの情報を取得し
、折り実行部２８ａを制御して折りを実行する（Ｓ２０５）。
【００７５】
　次に、上記折りの設定で封筒への封入が指定されているかを判断し（Ｓ２０６）、指定
されていたら（Ｓ２０６：Ｙｅｓ）、制御部２１は、封筒封入部２８ｂを制御して、折り
が実行された用紙を印刷設定で指定された封筒に封入する（Ｓ２０７）。図１２に用紙の
搬送方向と折り方向、封筒への封入方向の例を示す。縦長で封筒封入部２８ｂへ搬送した
い場合には、図１２（ａ）のようにＡ３縦の用紙を給紙し、横長で封筒封入部２８ｂへ搬
送したい場合には、図１２（ｂ）のようにＡ３横の用紙を給紙するように制御する。もし
くは、図１２（ｃ）のように、搬送経路に折り畳み後の用紙を９０°回転させるような機
構を持たせてもよい。
【００７６】
　そして、折り畳み後の用紙を封入した封筒、もしくは折り畳み後の用紙を選択された排
紙トレイへ排出して一連の処理が終了する（Ｓ２０８）。
【００７７】
　このように、コンピュータ端末１０で印刷条件を設定する画面を表示する際に、折りに
関する設定画面を表示させ、その設定画面で折りの種類や向き、位置を設定可能にし、折
りの位置が設定されたら、折り畳んだ後の用紙の出力サイズを算出し、折り畳んだ後の用
紙と封筒とを比較可能に表示（例えば、折り畳んだ後の用紙が指定された封筒に入るか否
かの判定結果を文字情報で表示、又は、折り畳んだ後の用紙イメージと封筒イメージとを
重ねて表示）することにより、折りの設定を迅速且つ確実に行うことができる。
【実施例２】
【００７８】
　次に、本発明の第２の実施例に係る折り処理制御プログラム及び画像形成装置について
、図１４乃至図１６を参照して説明する。図１４は、コンピュータ端末の動作を示すフロ
ーチャート図であり、図１５は、画像形成装置の動作を示すフローチャート図である。ま
た、図１６は、画像形成装置の表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【００７９】
　前記した第１の実施例では、コンピュータ端末１０で折りの種類や向き、位置を設定し
、その設定に従って画像形成装置２０で折り処理を実行したが、折りの種類や向き、位置
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の設定は画像形成装置２０でも可能である。そこで、本実施例では、コンピュータ端末１
０では、封筒サイズと用紙サイズを設定した印刷ジョブを作成して送信し、画像形成装置
２０で、印刷ジョブに基づいて印刷を行う際に、折りの種類や向き、位置を調整して折り
を実行する。若しくは、画像形成装置２０で、スキャン（コピー）を実行し、スキャン（
コピー）データに基づいて印刷を行う際に、折りの種類や向き、位置を調整して折りを実
行する。本実施例の場合、コンピュータ端末１０及び画像形成装置２０の基本構成は第１
の実施例と同様であるが、画像形成装置２０の制御部２１を、折り処理制御部として機能
させる。
【００８０】
　以下、本実施例の印刷システムの動作について説明する。
【００８１】
　まず、コンピュータ端末１０の動作について、図１４のフローチャート図を参照して説
明する。なお、スキャン（コピー）データに基づく印刷に対して折りを実行する場合は、
図１４の処理は省略することができる。
【００８２】
　コンピュータ端末１０の制御部１１は、印刷指示を監視し（Ｓ３０１）、アプリケーシ
ョンの印刷ボタンが押下されるなどの印刷指示があった場合（Ｓ３０１：Ｙｅｓ）、プリ
ンタドライバを動作させ、表示部１２に印刷に関する各種項目を設定するための印刷設定
画面を表示させる（Ｓ３０２）。
【００８３】
　そして、ユーザが操作部１３を操作して折りに関する設定を変更すると（Ｓ３０３：Ｙ
ｅｓ）、制御部１１は、封筒のサイズや用紙サイズなどの設定情報を取得する（Ｓ３０４
）。
【００８４】
　次に、制御部１１は、印刷ボタン又はキャンセルボタンの押下を監視し（Ｓ３０５）、
いずれかのボタンが押下された場合（Ｓ３０５：Ｙｅｓ）はステップＳ３０６に移行し、
いずれのボタンも押下されない場合（Ｓ３０５：Ｎｏ）は、ステップＳ３０３に戻り、折
りに関する設定の変更を監視する。
【００８５】
　次に、制御部１１は、押下されたボタンが印刷ボタンであるかを判断し（Ｓ３０６）、
印刷ボタンが押下された場合は、封筒のサイズや用紙サイズなどの設定情報を付加した印
刷ジョブを作成して画像形成装置２０に送信する（Ｓ３０７）。
【００８６】
　次に、画像形成装置２０の動作について、図１５のフローチャート図を参照して説明す
る。
【００８７】
　コピーにおいては画像形成装置２０のＡＤＦ２２もしくは、画像読取部２３の原稿台に
原稿用紙が置かれ、コピースタートボタンが押下されたか、又は、ネットワークプリント
においては画像形成装置２０の通信Ｉ／Ｆ部２１ｄを介して通信ネットワーク３０から印
刷ジョブを受信したかを監視する（Ｓ４０１）。そして、コピースタートボタンが押下又
は印刷ジョブを受信したら、画像形成装置２０は画像を印刷出力すべく、指定された給紙
部２６から指定された用紙の給紙を行う。
【００８８】
　次に、制御部２１は、上記印刷ジョブを受信した場合（Ｓ４０１：Ｙｅｓ）、メモリ２
１ｂ上で、印刷ジョブに含まれるジョブ情報、ページ情報（図１３）を解析し、折りに関
する設定を識別する（Ｓ４０２）。そして、制御部２１は、印刷ジョブに基づいてページ
の画像形成を行う（Ｓ４０３）。
【００８９】
　次に、制御部２１は、上記印刷ジョブで折りが指定されているかを判断し（Ｓ４０４）
、指定されていたら（Ｓ４０４：Ｙｅｓ）、ジョブ情報及びページ情報から、折りの種類
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（例えば、３つ折り）や折りの方向（山折りか谷折りか）、折りの位置情報を取得する（
Ｓ４０５）。次に、制御部２１（折り処理制御部）は、取得した情報により、用紙サイズ
と折り位置情報から用紙の出力サイズを算出する（Ｓ４０６）。出力サイズの算出のフロ
ーチャートは図５の右側と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００９０】
　次に、制御部２１（折り処理制御部）は、出力サイズと封筒のサイズとを比較し、出力
サイズの用紙が封筒に入るか否かを判断する（Ｓ４０７）。エラーが発生する場合には（
Ｓ４０７：Ｙｅｓ）、制御部２１（折り処理制御部）は、画像形成装置２０の操作画面上
に、例えば図１６に示すようなエラー通知画面４５を表示する（Ｓ４０８）。なお、図１
６のエラー通知画面４５は一例であり、ユーザに対して折り畳み後の用紙が封筒に収まる
かどうかを知らせることができれば、どのような表示でも構わない。
【００９１】
　図１６の例で、ユーザが設定変更のボタンを押下した場合には、制御部２１（折り処理
制御部）は、図７乃至図１０と同様の折り情報設定画面４０を画像形成装置２０の表示部
２４上に表示し、第１の実施例と同様の方法で設定を変更するなどのエラー処理を実行す
る（Ｓ４０９）。また、画像形成装置２０が自動で折り位置や折り種類を変更して封筒に
収まるサイズに調整して、一旦印刷を中止して、コンピュータ端末１０の処理からやり直
すなどの選択も可能である。
【００９２】
　上記エラー処理が終了したら、ジョブ情報及びページ情報から、折りの種類（例えば、
３つ折り）や折りの方向（山折りか谷折りか）、折り位置などの情報を取得し、折り実行
部２８ａを制御して折りを実行する（Ｓ４１０）。
【００９３】
　次に、上記折りの設定で封筒への封入が指定されているかを判断し（Ｓ４１１）、指定
されていたら（Ｓ４１１：Ｙｅｓ）、制御部２１は、封筒封入部２８ｂを制御して、折り
が実行された用紙を印刷設定で指定された封筒に封入する（Ｓ４１２）。
【００９４】
　そして、折り畳み後の用紙を封入した封筒、もしくは折り畳み後の用紙を選択された排
紙トレイへ排出して一連の処理が終了する（Ｓ４１３）。
【００９５】
　なお、上記フローチャートでは、コンピュータ端末１０で設定された条件で用紙が封筒
に入るか否かを判断し（Ｓ４０５～Ｓ４０７）、用紙が封筒に入らない場合に図１６に示
すエラー通知画面４５を表示し、ユーザが設定変更を選択した場合に図７乃至図１０の折
り情報設定画面４０を表示して設定をやり直す構成としたが、ステップＳ４０４で折り設
定がＯＮになっている場合に、直ちに図７乃至図１０の折り情報設定画面４０を表示して
折りの種類や向き、位置などを設定する構成としてもよい。
【００９６】
　このように、画像形成装置２０の表示部２４に表示される折り情報設定画面４０で折り
の種類や位置を設定可能にし、折りの位置が設定されたら、折り畳んだ後の用紙の出力サ
イズを算出し、折り畳んだ後の用紙と封筒とを比較可能に表示（例えば、折り畳んだ後の
用紙が指定された封筒に入るか否かの判定結果を文字情報で表示、又は、折り畳んだ後の
用紙イメージと封筒イメージとを重ねて表示）することにより、折りの設定を迅速且つ確
実に行うことができる。
【実施例３】
【００９７】
　次に、本発明の第３の実施例に係る折り処理制御プログラム及び画像形成装置について
、図１７及び図１８を参照して説明する。図１７及び図１８は、コンピュータ端末又は画
像形成装置の表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【００９８】
　前記した第１及び第２の実施例では、折り情報設定画面４０で封筒の種類を選択し、そ
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の封筒に対して折り畳んだ用紙が入るか否かを判断する構成としたが、画像形成装置２０
で用紙の折りのみを実行し、封筒への封入をユーザ自身が行う場合には、封筒の種類が決
定していない場合も考えられる。そこで、本実施例では、折り畳んだ後の用紙と封筒とを
比較可能に表示するのではなく、折り畳んだ用紙の出力サイズのみを表示する。
【００９９】
　具体的には、図１７及び図１８に示すように、コンピュータ端末１０又は画像形成装置
２０の表示部に表示される折り情報設定画面４０を、用紙のイメージを表示する部分（図
の左側）と、折りに関する項目を設定する部分（図の右側）とで構成し、用紙のイメージ
を表示する部分には、封筒イメージを表示せず、また、折りに関する項目を設定する部分
には、用紙サイズを選択する欄と折り畳んだ後の用紙の出力サイズを表示する欄のみを設
ける。
【０１００】
　この構成の場合、折り畳んだ用紙が封筒に入るか否かはユーザ自身が判断することにな
るが、折り畳み後の用紙のサイズが出力されることによって、ユーザはどのように用紙を
折り畳めばよいかを容易に判断することができるため、折りの設定を迅速且つ確実に行う
ことができる。また、前記した第１及び第２の実施例と同様に、用紙イメージ４２を立体
的に表示することによって、折り畳まれた後の用紙の状態を把握することができるため、
折りの設定を迅速且つ確実に行うことができる。
【０１０１】
　なお、上記各実施例では、印刷ジョブを作成するコンピュータ端末１０又は印刷ジョブ
に基づいて印刷を実行する画像形成装置２０で折りに関する条件を設定する構成としたが
、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、通信ネットワーク３０に接続される他
の機器、例えば、プリントサーバやプリンタコントローラ等で折りに関する条件を設定す
る場合に対しても同様に適用することもできる。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、用紙を折り畳んで出力する後処理機能を備える画像形成装置、及び、画像形
成装置を含む印刷システムの任意の機器で動作する折り処理制御プログラムに利用可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の第１の実施例に係る印刷システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係るコンピュータ端末の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の構成を示す模式図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施例に係るコンピュータ端末の動作を示すフローチャート図で
ある。
【図６】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の動作を示すフローチャート図である
。
【図７】本発明の第１の実施例に係るコンピュータ端末の表示部に表示される画面の一例
を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施例に係るコンピュータ端末の表示部に表示される画面の他の
例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施例に係るコンピュータ端末の表示部に表示される画面の他の
例を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施例に係るコンピュータ端末の表示部に表示される画面の他
の例を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施例に係るコンピュータ端末における折り畳み後の用紙の出
力サイズの算出方法を説明するための図である。
【図１２】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の後処理部の動作を模式的に示す図
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【図１３】本発明の第１の実施例に係るコンピュータ端末で作成される印刷ジョブの一例
を示すテーブルである。
【図１４】本発明の第２の実施例に係るコンピュータ端末の動作を示すフローチャート図
である。
【図１５】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置の動作を示すフローチャート図であ
る。
【図１６】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の表示部に表示される画面の一例を
示す図である。
【図１７】本発明の第３の実施例に係るコンピュータ端末又は画像形成装置の表示部に表
示される画面の一例を示す図である。
【図１８】本発明の第３の実施例に係るコンピュータ端末又は画像形成装置の表示部に表
示される画面の他の例を示す図である。
【符号の説明】
【０１０４】
　１０　コンピュータ端末
　１１　制御部
　１１ａ　ＣＰＵ
　１１ｂ　メモリ
　１１ｃ　ＨＤＤ
　１１ｄ　通信Ｉ／Ｆ部
　１２　表示部
　１３　操作部
　２０　画像形成装置
　２１　制御部
　２１ａ　ＣＰＵ
　２１ｂ　メモリ
　２１ｃ　ＨＤＤ
　２１ｄ　通信Ｉ／Ｆ部
　２２　ＡＤＦ
　２３　画像読取部
　２４　表示部
　２５　操作部
　２６　給紙部
　２７　画像形成部
　２８　後処理部
　２８ａ　折り実行部
　２８ｂ　封筒封入部
　３０　通信ネットワーク
　４０　折り情報設定画面
　４１　折り位置
　４２　用紙イメージ
　４３　判定結果表示欄
　４４　封筒イメージ
　４５　エラー通知画面
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